
第４次長崎県犯罪のない安全・安心まちづくり行動計画とは

県民の皆様が安全・安心を実感できるまちづくりを進めていくため、令和３年度からの５年間で取り組む施

策等の方向性を示した「第４次長崎県犯罪のない安全・安心まちづくり行動計画」を策定しています。

施策の体系

目 標

基本方向 １ 犯罪のない安全・安心まちづくりに向けた意識づくり
｢自分の安全は、自分で守る｣という自主防犯意識と規範意識を高めていきます。

◎ 自主防犯意識の啓発
◎ 規範意識の向上
◎ 安全情報等の提供

目標を達成するために、犯罪のない安全・安心なまちづくりに向けた意識づくり・地域づくり・環境
づくりの基本方向ごとの施策に可能な限り数値目標を設定し、取り組むこととしています。

２ 犯罪のない安全・安心まちづくりに向けた地域づくり
お互いを守り支え合い｢自分たちのまちは、自分たちで守る｣という地域づくりをす
すめます。

３ 犯罪のない安全・安心まちづくりに向けた環境づくり
｢犯罪にあわない、起こさせない｣ための環境づくりをすすめます。

◎ 地域における連帯感の向上
◎ 地域の防犯・安全活動の促進
◎ 子供・女性を守る取組の推進
◎ 子供を健やかに育てるための取組の推進
◎ 高齢者・障害者が安全で安心して暮らせる取組の推進

◎ 犯罪の防止に配慮した道路等づくり
◎ 犯罪の防止に配慮した住宅の普及
◎ 犯罪の防止に配慮した商業施設等の環境整備促進
◎ 学校等における子供の安全確保のための取組の推進
◎ 通学路等における子供の安全確保のための取組の推進
◎ 観光旅行者等の安全を確保するための取組の推進

【 基本方向 】 【 施 策 】

令和3年度から令和７年度（５年間）

指 標

犯罪のない安全・安心まちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための行動計画を策定

行動計画（第７条）

犯罪のない日本一安全・安心な長崎県を目指します

刑法犯認知件数における全国トップレベルの治安水準の維持

計画期間

事

業

意識づくり

地域づくり

環境づくり
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